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金利スワップ契約締結に関するお知らせ 

 

ジャパン・ホテル・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、既存借入れのうち一部

について金利変動リスクをヘッジし、財務の安定性を高めるため、金利の固定化を企図して、下記のと

おり金利スワップ契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

  

１. 金利スワップ契約を締結した借入 

 

 借入先 借入金額 利率 返済期日 

借入① 三井住友信託銀行株式会社 

株式会社りそな銀行 

野村信託銀行株式会社 

2,880 百万円 全銀協３ヶ月日本円

TIBOR＋0.90％ 

平成 27年 9月 21日 

借入② 株式会社三井住友銀行 

株式会社新生銀行 

株式会社東京スター銀行 

2,541.3百万円 全銀協３ヶ月日本円

TIBOR＋1.5％ 

平成 27年 9月 30日 

借入③ 株式会社東京スター銀行 3,000 百万円 全銀協３ヶ月日本円

TIBOR＋1.7％ 

平成 28年 3月 24日 

借入④ 株式会社三井住友銀行 

株式会社新生銀行 

株式会社東京スター銀行 

3,120 百万円 全銀協３ヶ月日本円

TIBOR＋1.1％ 

平成 29年 9月 19日 

借入⑤ メットライフアリコ生命保険

株式会社 

5,000 百万円 全銀協６ヶ月日本円

TIBOR＋2.1％ 

平成 30年 2月 15日 

 

 

２．金利スワップ契約の内容 

 

【借入①にかかる金利スワップ契約】 

1.相手先 株式会社新生銀行 

2.想定元本 2,880 百万円 

3.金利 固定支払金利 0.30375% 

変動受取金利 全銀協日本円 TIBOR（３ヶ月物） 

4.契約期間 平成 24年 12月 28 日～平成 27 年 9月 21 日 

5.利払期日 固定金利の支払い及び変動金利の受取りの双方について、初回を平成 25 年 3月
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29 日として、その後契約期間における、6月 30 日、9月 30 日、12月 30日及び 3

月 31 日及び終了日（但し、営業日でない場合には翌営業日、当該日が翌月となる

場合には直前の営業日） 

＊ 本金利スワップ契約締結により、借入①にかかる金利は、実質的に 1.20375％で固定化されます。  

 

【借入②にかかる金利スワップ契約】 

1.相手先 株式会社新生銀行 

2.想定元本 2,464.3 百万円（返済期日の残高） 

3.金利 固定支払金利 0.30375% 

変動受取金利 全銀協日本円 TIBOR（３ヶ月物） 

4.契約期間 平成 24年 12月 28 日～平成 27 年 9月 30 日 

5.利払期日 固定金利の支払い及び変動金利の受取りの双方について、初回を平成 25 年 3月

29 日として、その後契約期間における、6月 30 日、9月 30 日、12月 30日及び 3

月 31 日及び終了日（但し、営業日でない場合には翌営業日、当該日が翌月となる

場合には直前の営業日） 

＊ 本金利スワップ契約締結により、上記借入②の想定元本にかかる金利は、実質的に 1.80375％で固定化

されます。  

     
 

【借入③にかかる金利スワップ契約】 

1.相手先 株式会社新生銀行 

2.想定元本 3,000 百万円 

3.金利 固定支払金利 0.31375% 

変動受取金利 全銀協日本円 TIBOR（３ヶ月物） 

4.契約期間 平成 24年 11月 15 日～平成 28 年 3月 24 日 

5.利払期日 固定金利の支払い及び変動金利の受取りの双方について、初回を平成 25 年 2月

15 日として、その後契約期間における、5月 15 日、8月 15 日、11月 15日及び 2

月 15 日及び終了日（但し、営業日でない場合には直前の営業日） 

＊ 本金利スワップ契約締結により、借入③にかかる金利は、実質的に 2.01375％で固定化されます。  

 

【借入④にかかる金利スワップ契約】 

1.相手先 株式会社新生銀行 

2.想定元本 3,120 百万円 

3.金利 固定支払金利 0.37000% 

変動受取金利 全銀協日本円 TIBOR（３ヶ月物） 

4.契約期間 平成 24年 12月 28 日～平成 29 年 9月 19 日 

5.利払期日 固定金利の支払い及び変動金利の受取りの双方について、初回を平成 25 年 3月

29 日として、その後契約期間における、6月 30 日、9月 30 日、12月 30日及び 3

月 31 日及び終了日（但し、営業日でない場合には翌営業日、当該日が翌月となる

場合には直前の営業日） 

＊ 本金利スワップ契約締結により、借入④にかかる金利は、実質的に 1.47000％で固定化されます。  

 

【借入⑤にかかる金利スワップ契約】 

1.相手先 株式会社三井住友銀行 

2.想定元本 5,000 百万円 

3.金利 固定支払金利 0.44600% 

変動受取金利 全銀協日本円 TIBOR（６ヶ月物） 

4.契約期間 平成 25年 2 月 15日～平成 30年 2月 15 日 

5.利払期日 固定金利の支払い及び変動金利の受取りの双方について、初回を平成 25 年 8月

15 日として、その後契約期間における、2月 15日及び 8月 15日及び終了日（但

し、営業日でない場合には直前の営業日） 

＊ 本金利スワップ契約締結により、借入⑤にかかる金利は、実質的に 2.54600％で固定化されます。  
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３．今後の見通し 

  平成 24 年 12 月期（平成 24 年４月１日～平成 24 年 12 月 31 日）の運用状況の予想に与える影響は

軽微であり、変更はありません。 

 

４．その他 

  本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、有価証券届出書（平成 24年 8 月 28日提出） 

に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。 

以 上 

 

 

＊本投資法人のホームページアドレス：http://www.jhrth.co.jp/ 

http://www.jhrth.co.jp/

